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F-7 抗生物質

《平成２５年２月１日新規》

《令和元年８月２９日更新》

《令和３年２月２６日更新》

○ 取扱い

投与期間１４日以内（増減ありの記載のないもの）と規定されている抗

生物質について、原則として１４日を超えての投与は認められない。

○ 取扱いの根拠

投与期間１４日以内（増減ありの記載のないもの）と規定されている抗

生物質について、医学的な必要性の明確でない場合の１４日を超えての投

与は原則として認められない。

○ 留意事項

耐性菌の発現等を防ぐため、疾患の治療上必要な最小限の期間の投与に

とどめるとともに、必要に応じて検査を行うこと。


